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■
突
然
の
不
明
熱
で
１
カ
月
が
過
ぎ
ま
し

た
。
病
気
の
自
分
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に

い
た
け
ど
、
家
族
の
あ
り
が
た
さ
に
気
づ

き
、
私
を
と
り
ま
く
た
く
さ
ん
の
人
に
支

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
「
感
謝
」
の
気
持

ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
早
く
落
ち
着
き
ま

す
よ
う
に
! !

 

土
肥　

淳
子
（
大
阪
市
労
組
）

■
若
い
人
が
入
っ
て
こ
な
い
職
場
な
の
で

活
気
が
な
い
で
す
。

 

藤
田　

恵
次
（
堺
市
職
労
）

■
特
別
職
か
ら
一
般
職
に
か
わ
り
、
年
次

有
給
休
暇
が
増
え
ま
し
た
。
生
理
休
暇
も

１
日
有
給
に
な
り
ま
し
た
。
う
れ
し
い
で

す
。

 

川
島　

洋
子
（
枚
方
市
職
労
）

■
今
年
度
、
自
治
会
の
会
計
を
し
て
い
ま

す
が
管
理
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
や
自
動
送
金
サ
ー
ビ
ス
に
し
て
い
て
、

消
費
税
も
か
わ
り
、
時
代
に
つ
い
て
い
け

な
い
よ
ぉ
…
。

 

中
出　

富
美
子
（
堺
市
職
労
）

■
景
気
が
回
復
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
生
活
を
考
え
れ

ば
景
気
回
復
は
全
く
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

 

乗
鞍　

弘
仁
（
八
尾
市
職
労
）

■
大
阪
都
構
想
も
こ
の
ま
ま
お
流
れ
に
な

っ
て
ほ
し
い
で
す
。

 

上
野　

義
弘
（
大
阪
府
職
労
）

タ
テ
の
カ
ギ

❶
蟹
の
内
臓
で
美
味

❷
忍
び
の
○
○
○
、
火
遁
の
○
○
○
、

読
唇
○
○
○

❸
勤
め
先
へ
通
う
こ
と
、
○
○
勤

❺
裁
判
長
、
○
○
あ
り
！

❻
○
○
○
ジ
ェ
ッ
ト
式
の
プ
リ
ン
タ
ー

❽
じ
っ
く
り
読
む
こ
と
。
○
○
○
○
○

玩
味

11
気
持
ち
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ

と
。
気
丈

12
聞
い
た
○
○
な
口
を
き
く

13
仰
げ
ば
尊
し
我
が
師
の
○
○

14
○
○
も
な
い
の
に
う
ろ
つ
く

15
○
○
か
バ
チ
か
の
賭
け

16
継
続
し
て
行
う
仕
事
。
○
○
○
○
命

令
17
否
決
↑
↓

19
仕
事
が
○
○
○
に
乗
り
順
風
満
帆

20
自
分
の
こ
と
は
○
○
に
上
げ
る

22
敵
に
○
○
を
送
る

ヨ
コ
の
カ
ギ

❶
先
日
。
○
○
○
お
話
し
し
た
件

❹
恐
妻
の
対
。
○
○
○
○
弁
当

❼
生
後
１
年
ぐ
ら
い
ま
で
の
幼
児

❾
蜜
蜂
か
ら
○
○
を
採
取
す
る

10
○
○
ダ
ル
マ
。
○
○
合
戦

12
残
り
物
に
○
○
あ
り

13
デ
パ
ー
ト
で
Ｂ
は
地
階
。
Ｒ
は
？

15
太
平
洋
・
大
西
洋
に
次
ぐ
三
大
洋
の

ひ
と
つ

17
負
け
る
が
○
○

18
バ
ッ
ト
が
空
し
く
○
○
を
切
る

19
地
域
の
発
展
に
○
○
す
る

21
真
の
武
士
と
し
て
の
心
構
え
・
道
徳

23
平
凡
。
○
○
○
○
な
せ
り
ふ

24
イ
ン
コ
に
似
た
鳥
で
口
ま
ね
が
上
手

（解き方）二重ワクの文字をＡ～Ｈの順に並べ
かえてできる言葉を答えてください。

出題者：山本汎昭さん

ヒント：９月10日に判決が

「完全勝利の判決だ」―判決の意義を語る大阪市労組・田所書記長
（判決後開催した「勝利判決報告集会」から）

応
募
の
方
法

　

ハ
ガ
キ
に「
解
答
」「
所
属
組
合
名
」

「
職
場
名
」「
氏
名
」「
住
所
」を
書
い

て
、
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
ハ
ガ
キ
の

余
白
に
紙
面
の
感
想
、
職
場
の
で
き

ご
と
や
近
況
な
ど
を
一
言
書
き
添
え

て
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。

正
解
者
の
中
か
ら
抽
選
で
５
人
に
図

書
カ
ー
ド
を
お
く
り
ま
す
。

　

な
お
、
送
っ
て
い
た
だ
い
た
ハ
ガ

キ
は
「
仲
間
の
声
」
と
し
て
紙
面
に

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

送
付
先

〒
５
３
０
―
０
０
４
１
大
阪
市
北
区

天
神
橋
１
丁
目
13
―
15　

大
阪
グ
リ

ー
ン
会
館
４
階　

大
阪
自
治
労
連

「
お
お
さ
か
自
治
体
の
仲
間
」編
集
部

応
募
の
締
め
切
り
／
10
月
31
日

正
解
と
当
選
者
の
発
表
／
２
０
１
４

年
11
月
号
の
紙
面
に
掲
載

６
月
号
ク
イ
ズ
の
正
解
と
当
選
者

　

２
０
１
４
年
６
月
号
「
ク
ロ
ス
ワ
ー

ド
ク
イ
ズ
」
の
正
解
は
「
タ
ジ
ュ
ウ
サ

イ
ム
シ
ャ
ホ
ゴ
」
で
し
た
。
各
職
場
か

ら
28
通
の
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

抽
選
で
次
の
５
人
の
み
な
さ
ん
に
図
書

カ
ー
ド
を
贈
呈
し
ま
す
。（
敬
称
略
）

▼
土
肥
淳
子
（
大
阪
市
労
組
）
▼
藤
田

恵
次
（
堺
市
職
労
）
▼
細
川
暢
一
（
東

大
阪
市
職
労
）
▼
桃
井
義
男
（
門
真
市

職
労
）
▼
辻
野
裕
子
（
吹
田
市
職
労
）

６月号の解答
「タジュウサイムシャホゴ」

橋下市長の組合攻撃は「違法」　
世論の力で橋下・維新を追い込む

（大阪市労組　組合事務所裁判）

響するとして、大阪労連や大阪自治労連は、大阪市労
組と裁判に立ち上がることを選択しました。裁判闘争
では、全国の自治体組合、民間単産などへのカンパや
署名の要請をすすめるとともに、毎月市役所・全区役
所前で宣伝するなど運動を広げ、地裁判決の原動力と
なりました。
　橋下市長は「裁判所の事実誤認。最高裁で確定すべ
き事柄だ」と、控訴する考えを明らかにしましたが、
大阪市労組は今回の判決を力に「維新政治を大阪から
なくそう」「思想調査アンケート裁判でも勝利を」
と、がんばる決意をかためました。

　大阪市労組の組合事務所裁判は、大阪地方裁判所が
「不許可処分を取り消す」と組合側の主張を認め、国家
賠償も命じる明快な判決で橋下市長を断罪しました。
　橋下市長は、大阪市に乗り込むとすぐに労働組合が
選挙に関わっているとして、思想調査アンケート、組
合事務所の退去命令、職員基本条例・労使関係条例の
制定など労働組合の敵視政策と市長に従順な職員づく
りに奔走しました。
　この横暴な動きが、府内の自治体や民間企業にも影
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こんな時にも

 お役にたちます
台風・突風等の強風や降雪・豪雨などの風水害

突発的な第三者の加害行為

落 

雷

火災共済
　安い掛金でワイドな保障として多くの組合員が加
入している「火災共済」。この１年間、火災共済の給
付が多かった被害は、落雷、台風による損害、大雪
による損害となっています。火災共済は「特約」を
つけなくても、「落雷」は火災一部焼損として、また、
風水害による損害は、「風
水害等見舞金」の対象とな
ります。どういう場合が給
付対象になるかは、組合書
記局にご相談ください。

★詳細は組合書記局までお問い合わせ下さい★

　建物本体の損害額が10万円を超えた場合、被害状況と加入内
容により「共済金+臨時費用」をお支払します。
　テレビのアンテナやエアコン室外機、給湯設備なども風水害
等の支払対象になります。
※門扉や物置、居住面積に含まれない車庫などの付属物は対象外です。

　車両飛び込みなど突発的な第三者の加害行為による建物並び
に家財の損害額が５万円以上のもの。
※警察に届出が必要。盗まれたものは対象外です。

　家財の被害が多く、エアコン・テレビ・パソコン・
インターホンなどの電化製品の故障が多いです。
　テレビのアンテナも保障の対象になります。

風水害等
も

風水害等
も

火災共済
の

火災共済
の

給付対象
に

給付対象
に


